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データ修正

（２） 人事情報登録

（５）－２ （６）－２ ファイルダウンロード

（６）－４日本年金機構提供の
チェックプログラム

（５）－３ （６）－３ マイナンバー付加

（５）－１ （６）－１ ファイル作成

雇用保険届書作成手順

外部取込も可能

（１）事業所情報登録

なし

あり

（３）人事情報反映

①人事情報修正
②雇保データ修正

（７）提出

①人事情報

修正

②雇保データ
修正

（４） 雇保データ修正

（５） 帳票で

提出する

（６） 電子ﾃﾞｰﾀで

提出する

◎Webマイナンバー管理サービスにて

『人事』メニューにて

エラーあり
エラーなし

2. 雇用保険届出書 

｢拡張機能操作マニュアル 雇用保険届関連編｣参照 

以下の雇用保険届書用の帳票（紙）、もしくは、電子データを作成することが可能です。 

   ・｢雇用保険被保険者資格取得届｣（以下｢資格取得届｣） 

   ・｢雇用保険被保険者資格喪失届｣（以下｢資格喪失届｣）  

・｢雇用保険個人番号登録・変更届｣（以下｢個人番号変更届｣） 

ただし、◎Webマイナンバー管理サービスにてマイナンバーを付加する必要があります。 
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＜雇用保険届出書作成手順＞ 

（１）｢事業所情報｣｢雇用保険情報｣｢労働保険番号｣を登録します。（初回のみ） 

（２）『人事』メニューにて｢雇用保険届｣を作成するのに必要な情報を入力します。 

（３）｢人事情報反映｣（『人事』メニューにて入力した情報を｢雇保取得喪失情報｣画面に反映）を 

します。 

（４）データ修正があれば、｢雇保取得喪失情報｣画面にて修正します 

（５）帳票（紙）で届出を提出する場合の手順 

（６）電子データで提出する場合の手順 

（７）労働基準監督署に提出します。 

 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢雇保届出作成｣ 

 
＜登録の仕方のポイント＞ 

 『人事』メニューにて人事情報を登録し『届出管理』メニューで｢人事情報反映｣をすると、｢雇保取

得喪失情報｣画面に『人事』メニューの人事情報が反映されます。ただし、『届出管理』メニュー｢雇

保取得喪失情報｣で入力したものは、『人事』メニューには反映されません。 

 

『人事』メニュー                  反映あり     『届出管理』メニュー｢雇保届出作成｣ 

｢人事基本情報｣｢社会保険基本情報｣ （人事情報反映）  ｢雇保取得喪失情報｣ 

｢住所情報｣                        

                             反映なし  

(3)(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

 

× 
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（１）事業所情報登録 

｢事業所情報｣｢雇用保険情報｣｢労働保険番号｣を登録します。（初回のみ） 

 

『届出管理』-｢社保共通設定｣｢事業所情報｣ 

 
 

 

 

※｢事業所情報｣は、｢健保・厚年届出作成｣と｢雇保届出作成｣で共通です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中略 
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（２）人事情報登録 

『人事』メニューにて｢雇用保険届｣を作成するのに必要な人事情報を入力します。 
 

 『人事管理』⇒『人事』 ｢人事基本情報｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

社員番号 ○ ○ 

漢字氏名（※） ○ ○ 

カナ氏名(※) ○ ○ 

性別 ○ ○ 

生年月日 ○ ○ 

被保険者氏名（ローマ字） ○ ○ 

ローマ字氏名カナ ○ ○ 

国籍 ○ ○ 

在留資格 〇 〇 

在留資格（不明の場合） ○ ○ 

在留期間 ○ ○ 

資格外活動許可の有無 ○ × 

派遣・請負就労区分 ○ ○ 

在留カード番号 ○ ○ 

（※）｢漢字氏名（戸籍）｣｢カナ氏名（戸籍）｣に登録がある場合、そちらを使用 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢社会保険基本情報｣ 

 

 
＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

雇用保険被保険者番号 〇 ○ 

資格取得年月日 〇 × 

資格喪失年月日 × ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中略 
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『人事管理』⇒『人事』 ｢住所情報管理｣ 

 

＜届出データ作成時使用項目＞ 

 資格取得届 資格喪失届 

漢字住所 × 〇 

カナ住所 × 〇 
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（３）人事情報反映 

①｢人事情報反映｣（次頁）ボタンを押下し、『人事』メニューで登録した情報を反映さ

せます。（PROSRV お客様サイトより「KHR001_KohoTokuso」をダウンロードし、外

部取込にて一括で「人事情報反映」することもできます） 

 

（４）雇保データ修正 

  ②｢会社－社保コ－ド｣の入力は必須です。（自動セットされません） 

他項目は、『人事』メニューに入力した内容がそのまま表示されていますので、データの修正

があれば、『人事』メニューにて修正し、（３）｢人事情報反映｣をして画面に反映させます。 

 ｢雇保 取得喪失情報｣にて直接修正した情報は、『人事』メニュー｢人事基本情報｣｢社会保

険基本情報｣｢住所情報｣には反映されませんので、『人事』メニューへの再入力が必要です。 

     『人事管理』⇒『届出管理』 ｢雇保 取得喪失情報｣ 

 

 

    ※「個人番号変更届」は、「資格喪失届情報」→「資格取得届情報」の順で登録情報を使用します。 

① 

 

② 

① 

② 

中略 
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（５）届出を帳票（紙）で提出する場合の手順 

（５）－１ ファイル作成 

｢ファイル作成指示｣にてファイルを作成します。 

  『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

①｢資格取得届｣｢資格喪失届｣｢個人番号登録・変更届｣のうち作成したい届書を｢選択｣します。 

②｢会社・社保コ－ド｣、｢MN連携データ作成方法｣（初期値｢紙｣）を｢紙｣のまま、｢作成年月日｣ 

を入力します。 

③作成する対象者の条件を設定します。 

④｢作成｣ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

    

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 

 

④ 
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（５）－２ ファイルダウンロード 

『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

①エクセルファイルができあがりますので、ダウンロードします。 

②｢対象者チェックリスト｣で対象者を確認します。 

 

（５）－３ マイナンバー付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

（５）－２でダウンロードしたエクセルファイルを、◎Webマイナンバー管理サービスにて 

マイナンバーを付加します。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢１．法定帳票作成｣ 

 

 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢１．法定帳票作成｣ 

｢帳票データアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「参照」にエクセルファイルを選択し上記のように設定後、「帳票／データ作成」ボタン

を押下します。 

① 

 ② 
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◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

｢帳票ダウンロード｣ 

 

 ＰＤＦファイルができあがりますので、ダウンロードします。 

 

（７）できあがったＰＤＦファイルを印刷し、ご提出ください。 

＜雇用保険被保険者資格届 例＞ 
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（６）届出書を｢電子データ｣で提出する場合の手順 

（６）－１ ファイル作成 

｢ファイル作成指示｣にてファイルを作成します。 

 

  『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイル作成指示｣ 

 

①｢資格取得届｣｢資格喪失届｣｢個人番号登録・変更届｣のうち作成したい届書を｢選択｣します。 

②｢会社・社保コ－ド｣、｢MN連携データ作成方法｣（初期値｢紙｣）、｢作成年月日｣、｢FD通番｣ 

（自動で前回作成通番に＋001 されます）を入力します。 

 ｢MN連携データ作成方法｣ 

・電子データ（分割なし）  ・・・ 届出を電子申請でおこなう場合 

・電子データ（分割あり）  ・・・ 届出を電子媒体（CD等）でおこなう場合 

③作成する対象者の条件を設定します。 

④｢作成｣ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

① 

    

 

 

② 

 

 

 

 

③ 

 

 

④ 
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（６）－２ ファイルダウンロード 

 『人事管理』⇒『届出管理』 ｢ファイルダウンロード｣ 

 

①ＣＳＶファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

②｢対象者チェックリスト｣で対象者を確認します。 

 

（６）－３ マイナンバー付加 （◎Webマイナンバー管理サービスにて） 

（６）－２でダウンロードした CSVファイル（注）を、◎Webマイナンバー管理サービスにて 

マイナンバーを付加します。 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 

② 

 

① 
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◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成タブ』-｢２．電子データ作成｣ 

｢ファイルアップロ－ド｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「対象ファイル」に（６）でダウンロードしたＣＳＶファイル（注）を参照し、「利用用途」を選択します。 

「標準提供パターン」・該当する「ファイル設定名」に☑し、「取込」ボタンを押下します。 

     ↓ 

◎Webマイナンバー管理サービス-『法定帳票・データ作成』-｢２．電子データ作成｣ 

｢電子データダウンロード｣ 

 

CSVファイル（注）ができあがりますので、ダウンロードします。 

（６）－４ ＣＳＶファイルのチェック 

   できあがったＣＳＶファイル（注）を、日本年金機構提供の届書作成プログラム（仕様チェック 

   プログラム）にてチェックしてください。 

（７）労働基準監督署にご提出ください。 

（注）CSVファイルは、開かないでください。 


